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衆
議
院
議
員
大
河
原
雅
子
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提
出
放
射
線
照
射
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
河
原
雅
子
君
提
出
放
射
線
照
射
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

士
幌
町
農
業
協
同
組
合
に
お
い
て
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
じ
ゃ
が
い
も
の
量
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
平
成
十

七
年
度
ま
で
の
も
の
は
、
衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
照
射
食
品
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
六
月

二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
四
六
号
）
二
六
に
つ
い
て
で
「
昭
和
四
十
八
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
昭
和
四
十
九
年
度

約
一
万
九
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
年
度
約
二
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
一
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
二
年
度
約
一
万

五
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
三
年
度
約
一
万
五
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
四
年
度
約
七
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
五
年
度
約
八
千
ト
ン
、
昭

和
五
十
六
年
度
約
一
万
ト
ン
、
昭
和
五
十
七
年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
八
年
度
約
一
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
五
十
九

年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
年
度
約
一
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
一
年
度
約
一
万
二
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
二
年
度
約

一
万
四
千
ト
ン
、
昭
和
六
十
三
年
度
約
一
万
五
千
ト
ン
、
平
成
元
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
平
成
二
年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、

平
成
三
年
度
約
一
万
三
千
ト
ン
、
平
成
四
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、
平
成
五
年
度
約
一
万
ト
ン
、
平
成
六
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、

平
成
七
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、
平
成
八
年
度
約
一
万
ト
ン
、
平
成
九
年
度
約
一
万
四
千
ト
ン
、
平
成
十
年
度
約
一
万
千
ト
ン
、

平
成
十
一
年
度
約
九
千
ト
ン
、
平
成
十
二
年
度
約
七
千
ト
ン
、
平
成
十
三
年
度
約
八
千
ト
ン
、
平
成
十
四
年
度
約
九
千
ト
ン
、

一



平
成
十
五
年
度
約
九
千
ト
ン
、
平
成
十
六
年
度
約
九
千
ト
ン
及
び
平
成
十
七
年
度
約
八
千
ト
ン
と
の
こ
と
で
あ
る
」
と
お
答

え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
度
以
降
の
も
の
は
、
同
組
合
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
八
年
度
約
三
千
ト
ン
、
平
成
十
九

年
度
約
四
千
ト
ン
、
平
成
二
十
年
度
約
五
千
ト
ン
、
平
成
二
十
一
年
度
約
六
千
ト
ン
、
平
成
二
十
二
年
度
約
六
千
ト
ン
、
平

成
二
十
三
年
度
約
六
千
ト
ン
、
平
成
二
十
四
年
度
約
六
千
ト
ン
、
平
成
二
十
五
年
度
約
五
千
ト
ン
、
平
成
二
十
六
年
度
約
五

千
ト
ン
、
平
成
二
十
七
年
度
約
六
千
ト
ン
、
平
成
二
十
八
年
度
約
六
千
ト
ン
及
び
平
成
二
十
九
年
度
約
四
千
ト
ン
と
の
こ
と

で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

士
幌
町
農
業
協
同
組
合
に
よ
れ
ば
、
同
組
合
に
お
い
て
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
じ
ゃ
が
い
も
の
う
ち
出
荷
さ
れ
ず
廃
棄
さ

れ
た
も
の
の
量
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
数
値
は
把
握
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

士
幌
町
農
業
協
同
組
合
に
よ
れ
ば
、
平
成
三
十
年
度
に
同
組
合
に
お
い
て
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
じ
ゃ
が
い
も
の
量
は
、

四
月
約
〇
・
五
千
ト
ン
と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
に
つ
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

七
号
。
以
下
「
放
射
線
障
害
防
止
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
士
幌
町
農
業
協
同
組
合
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
平
成
二
十
八

年
度
放
射
線
管
理
状
況
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
士
幌
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
照
射
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素

の
平
成
二
十
八
年
度
末
時
点
の
在
庫
は
、
四
十
八
本
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
か
ら
八
ま
で
及
び
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
コ
バ
ル
ト
��
の
購
入
に
か
か
っ
た
総
費
用
」
、
「
貯
蔵
プ
ー
ル
の
清
掃
は
誰
が
年
何
回
行
っ
て
い
る
か
」
、

「
清
掃
後
の
廃
棄
物
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
」
、
「
士
幌
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
照
射
セ
ン
タ
ー
の
維
持
管
理
に
か
か

る
費
用
」
、
「
負
担
は
全
額
士
幌
農
協
で
あ
る
か
」
及
び
「
士
幌
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
照
射
セ
ン
タ
ー
の
耐
用
年
数
」
に
つ
い
て

は
、
放
射
線
障
害
防
止
法
に
よ
り
報
告
等
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
政
府
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
そ
の
外
郭
団
体
ま
た
は
そ
の
関
係
団
体
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
原
子
力

委
員
会
の
庶
務
を
総
括
し
、
又
は
処
理
す
る
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
担
当
）
に
お
い
て
保
存

三



さ
れ
て
い
る
文
書
に
お
い
て
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
降
、
原
子
力
委
員
会
が
士
幌
町
農
業
協
同
組
合
か

ら
放
射
線
が
照
射
さ
れ
た
じ
ゃ
が
い
も
を
購
入
し
た
記
録
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
九
六
第
二
七
二
号
）
十
に
つ
い
て
で
お
答

え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
食
品
表
示
基
準
（
平
成

二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
、
食
品
関
連
事
業
者
が
一
般
用
生
鮮
食
品
の
う
ち
放
射

線
を
照
射
し
た
食
品
を
販
売
す
る
際
に
は
、
原
則
と
し
て
、
放
射
線
照
射
に
関
す
る
事
項
と
し
て
、
放
射
線
を
照
射
し
た
旨

及
び
放
射
線
を
照
射
し
た
年
月
日
で
あ
る
旨
の
文
字
を
冠
し
た
そ
の
年
月
日
が
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、

同
法
第
五
条
の
規
定
に
お
い
て
、
食
品
関
連
事
業
者
等
は
、
食
品
表
示
基
準
に
従
っ
た
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
食
品
の
販
売

を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
、
食
品
表
示
基
準
に
定
め
ら
れ
た
同

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
表
示
事
項
」
と
い
う
。
）
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
食
品
（
酒
類
を
除

四



く
。
）
の
販
売
を
す
る
等
の
食
品
関
連
事
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
当
該
食
品
関
連
事
業
者
に
対
し
、
表

示
事
項
を
表
示
す
べ
き
等
の
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
、
同
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
お
い
て
、
内

閣
総
理
大
臣
は
、
同
条
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を

と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
指
示
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
、
同
法
第
二
十
条
の
規
定
に
お
い
て
、
同
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役

又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

五


